
北長瀬未来ふれあい総合公園改修基本設計業務委託特記仕様書追加事項 

 

1.業務の目的 

本業務は、アリーナ整備に伴うアリーナ計画地周辺環境整備の一環として、北長瀬未

来ふれあい総合公園の駐車場及び園路等の改修に向けた基本設計を行うものである。基

本設計エリアは、立体駐車場エリア、第２駐車場エリア及びエントランス （公園南東部）

エリアの約 1.9ha とする。 
 

2.業務の内容 

1）改修基本設計 

①与条件の細部検討 

・基本設計エリアの竣工図等の整理をし、現況の把握及び整理を行う。 
・アリーナ整備及びアリーナ計画地周辺環境整備の関係機関との協議等から、各種設

計条件の確認及び整理を行う。 
 
②諸施設の検討及び設定 

・立体駐車場エリア： 
  アリーナ計画地周辺環境整備により、立体駐車場周辺の道路線形の見直しが行わ

れ、西側にある横断歩道の位置が変更となるため、エントランスの改修について、

基本方針等の検討及び設定を行う。また、立体駐車場周辺の道路線形の見直しに伴

い、車両の出入口変更及び敷地内 （平面部分）の通路変更等についても基本方針等

の検討を行い、必要に応じて基本方針等の設定を行う。 
・第２駐車場エリア： 

アリーナ整備により、第２駐車場東側の市道北長瀬表町野田線 （一部）が廃止さ

れるため、車両の出入口の変更及び出入口変更に伴う既設公園施設の改修につい

て、基本方針等の検討及び設定を行う。 
・エントランス（公園南東部）エリア： 

アリーナ計画地周辺環境整備により、エントランス （南東部分）周辺の道路線形

（交差点）の見直しが行われ、既設公園区域の一部分が道路区域となるため、園路

及び植栽の改修について、基本方針等の検討及び設定を行う。 
・各エリアの基本方針等の検討及び設定の際には、既設公園施設の撤去計画について

も検討及び設定を行う。 
・アリーナ整備及びアリーナ計画地周辺環境整備の全体を考慮したスケジュール （案）

の検討と設定を行う。 
 
 



③基本設計図の作成 

・ 「②諸施設の検討及び設定」にて設定した各エリアの基本方針等に基づいた基本設

計図を作成する。なお、基本設計図作成の際にはアリーナ整備及びアリーナ計画地

周辺環境整備の最新の計画図を基に作成すること。なお、基本設計図の各エリアの

まとめ方については、監督員と協議の上、決定すること。 
 
④概算工事費の算出 

・ 「②諸施設の検討及び設定」、「③基本設計図の作成」に基づき、概算工事費を算出

する。 
 
⑤基本設計説明書の作成 

・上記検討資料を取りまとめた報告書を作成する。 
・アリーナ整備及びアリーナ計画地周辺環境整備の関係機関との情報共有ため、概要

書も併せて作成すること。なお、概要書の内容については監督員と協議の上、決定

すること。 
 
⑥照査 

・ 「基礎情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査」、「設計方法や設計手法の妥当

性の照査」及び「成果品の内容の適正照査」を行う。 

 

⑦打合せ等 

・打合せは、業務着手時・中間時（３回）・成果品納入時の計５回見込む。 

・アリーナ整備及びアリーナ計画地周辺環境整備の関係機関との協議を行うための

協議用資料作成を、３機関分見込む。また、必要に応じて、関係機関との協議に同

席すること。 
  


